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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表

工事関係書類
一覧表

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

1

提出書類の
概要

1-1

1 提出書類の概要
1- 1 工事関係書類一覧表 共仕：水道施設工事共通仕様書

※様式番号は、共通仕様書 第6章 付則8に示す頁番号とする。

現場代理人及び

主任技術者等通知書

建設業退職金共済証紙
購入状況報告書等

請負額500万円以上
契約後速やかに

契約約款第7条

工事打合せ簿(指示)
工事打合せ簿(協議)
工事打合せ簿(通知)
工事打合せ簿(承諾)

工事打合せ簿(提出)

工事打合せ簿(届出)

工事打合せ簿(受理)

現場代理人及び
主任技術者等通知書

75・76

74

確認立会願
共仕【土木工事編】1.1.18
共仕【設備工事編】1.1.19

17 ○

契約約款第13条

契約規程第39条
21・22

工期延長承認願

工期延長決定通知書

○

いわき市電子納品実施要領第
３条第２項

○

施工前

設計変更ガイドラインに掲載

着手日前、必要の都度電子納品の事前協議

　工事を施工するために下請

契約を締結したすべての工事
　施工計画書の提出（工事着
手前）と同時に提出
変更は、事実が発生した日か
ら14日以内に写しを提出

再下請負通知書 10・11 ○

施工体制台帳チェックリスト 12～14 ○

6・7

8

請求日から7日以内に監督員

は検査しなければならない。

○

工
事
着
手
前
に

提
出
す
る
書

類

工事担当技術者台帳 9 ○

○

○

工事費内訳明細書 契約規程第30条 1 〇

照査項目チェックリスト
共仕【土木工事編】1.1.4

共仕【設備工事編】1.1.4
○

○

保菌検査報告書
共仕【土木工事編】1.2.7
共仕【設備工事編】1.2.7

72

書類作成者

工事既成部分払申請書

工事既成部分払決定
通知書

中間前金払認定請求書

中間前金払認定調書

工事工程表 契約規程第30条 2

水道工事一時(一部)中止の解
除について

施工計画書 ○

契約締結後14日以内、工期が
30日未満は不要

○

様式番号

42

備考

契約締結の日から4日以内

契約約款第10条

契約規程第33・34条
19・20 ○ 請負額50万円未満は不要

発注者 受注者

工事着手日前

共仕【土木工事編】1.1.37
共仕【設備工事編】1.1.38

69

契約締結後14日以内、社会保

険に係る法定福利費を明示

共仕【土木工事編】1.1.6
共仕【設備工事編】1.1.6

-

作成
時期

下請通知書
契約約款第7条

局元下要綱第10条
3 ○

下請負契約締結後14日以内

(変更も同様)

施工体制台帳・

施工体系図
○

施工体制台帳の作成等につい

て(通知)平成26年12月25日
国土建第198～202号

名称 書類作成の根拠

工事着工届 契約規程第31条

工事工程表と共に○

コリンズへの登録
共仕【土木工事編】1.1.7
共仕【設備工事編】1.1.7

- ○

その都度
共仕【土木工事編】1.1.2
共仕【設備工事編】1.1.2

○
○

○

○

18

○
○

月末締切、月初提出

施工前

支給材料受払簿

支給材料受払清算書

貸与品借用書

契約約款第15条
契約規程第40条

25 ○

契約約款第15条

契約規程第40条
26・27 ○

支給材料受領書

工事現況報告書
契約約款第11条

契約規程第32条
16

工事材料検査願

○

○

契約約款第15条
契約規程第40条

23・24

契約約款第15条 28

契約約款第15条 29・30 ○

契約約款第20条 31 ○

契約約款第10条
契約規程第33・34条

19・20

契約約款第21条
契約規程第45条

34 ○

契約約款第20条 32

貸与品返納書

水道工事一時(一部)中止につ
いて

○

○

○

工事現場における
事故発生報告書

共仕【土木工事編】1.2.5
共仕【設備工事編】1.2.5

- ○ 必要の都度

施

工

中

に

提

出

す

る

書

類

契約約款第21条
契約規程第45条

33 ○

○
変更があった場合　工事打合
せ簿に理由を記載し添付

契約規程第56条 - ○

契約規程第56条 - ○

契約約款第37条
契約規程第60条

39 ○

契約約款第37条
契約規程第60条

40 ○

1 提出書類の概要
1- 1 工事関係書類一覧表 共仕：水道施設工事共通仕様書

※様式番号は、共通仕様書 第5章 付則8に示す頁番号とする。

現場代理人及び
主任技術者等通知書

建設業退職金共済証紙
購入状況報告書等

請負額500万円以上
契約後速やかに

工事打合せ簿(指示)
工事打合せ簿(協議)

工事打合せ簿(通知)
工事打合せ簿(承諾)
工事打合せ簿(提出)

工事打合せ簿(届出)

工事打合せ簿(受理)

現場代理人及び
主任技術者等通知書

国土交通省「電子納品に関する
各要領・基準等」及び
福島県「電子納品等運用ガイド

ライン」

76・77 ○ 着手日前、必要の都度

工事材料検査願

○

○

契約約款第15条
契約規程第40条

11・12

〇

○

○

14

契約約款第10条
契約規程第33・34条

17・18

○

施工体制台帳・
施工体系図

下請工事契約時
チェックリスト

契約約款第7条

国土建第198～202号

契約約款第7条

再下請負通知書

施工体制台帳の作成等について

(通知)平成26年12月25日
国土建第198～202号
契約約款第7条

電子納品事前協議チェックシー
ト（土木工事用）

その都度
共仕【土木工事編】1.1.2

共仕【設備工事編】1.1.2

○
○
○

○

16

75

確認立会願
共仕【土木工事編】1.1.18

共仕【設備工事編】1.1.19
15 ○

契約約款第13条
契約規程第39条

19・20

工期延長承認願

工期延長決定通知書

○

施工前
設計変更ガイドラインに掲載

　工事を施工するために下請契
約を締結したすべての工事
　施工計画書の提出（工事着手

前）と同時に提出
変更は、事実が発生した日から
14日以内に写しを提出
(施工体制台帳は１カ月毎

集約し提出可）

5・6

8・9

請求日から7日以内に監督員は検
査しなければならない。

○

7

21・22

契約約款第15条

工
事

着
手
前
に

提
出
す
る

書
類

○

○

工事費内訳明細書 契約規程第30条 1 〇

照査項目チェックリスト
共仕【土木工事編】1.1.4
共仕【設備工事編】1.1.4

○

○

保菌検査報告書
共仕【土木工事編】1.2.7
共仕【設備工事編】1.2.7

73

○

共仕【土木工事編】1.1.7
共仕【設備工事編】1.1.7

- ○

書類作成者

工事既成部分払申請書

工事既成部分払決定
通知書

中間前金払認定請求書

中間前金払認定調書

工事工程表 契約規程第30条 2

水道工事一時(一部)中止の解除
について

○

様式番号

40

備考

契約締結の日から4日以内

契約約款第10条
契約規程第33・34条

17・18 ○ 請負額50万円未満は不要

発注者 受注者

工事着手日前

共仕【土木工事編】1.1.37
共仕【設備工事編】1.1.38

70

契約締結後14日以内、社会保険
に係る法定福利費を明示

共仕【土木工事編】1.1.6

共仕【設備工事編】1.1.6
-

作成
時期

下請通知書
契約約款第7条

局元下要綱第10条
3 ○

下請負契約締結後14日以内

(変更も同様)

施工体制台帳の作成等について
(通知)平成26年12月25日

名称 書類作成の根拠

工事着工届 契約規程第31条

工事工程表と共に○

コリンズへの登録

契約締結後14日以内、工期が30
日未満は不要

施工計画書

○

○

月末締切、月初提出

施工前

支給材料受払簿

支給材料受払清算書

貸与品借用書

契約約款第15条
契約規程第40条

23 ○

契約約款第15条
契約規程第40条

24・25 ○

支給材料受領書

工事現況報告書
契約約款第11条
契約規程第32条

26

契約約款第15条 27・28 ○

契約約款第20条 29 ○

契約約款第21条
契約規程第45条

32 ○

契約約款第20条 30

貸与品返納書

水道工事一時(一部)中止につい
て

○

○

契約約款第37条

契約規程第60条

工事現場における

事故発生報告書

共仕【土木工事編】1.2.5

共仕【設備工事編】1.2.5
- ○ 必要の都度

施

工

中

に

提

出

す

る

書

類

契約約款第21条
契約規程第45条

31 ○

○
変更があった場合　工事打合せ
簿に理由を記載し添付

契約規程第56条 - ○

契約規程第56条 - ○

37 ○

契約約款第37条
契約規程第60条

38 ○

令和8年4月1日一部改定
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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
旧　（　現　行　）

改定頁

1

1-1

工事関係書類
一覧表

提出書類の
概要

改定項
新　（　改　定　後　）

共仕：水道施設工事共通仕様書

しゅん工書類の綴り順

電子媒体納品書 いわき市電子納品実施要領 79 ○

納品時チェックシート
いわき市電子納品実施要領第
３条第２項

77・78 ○

しゅん工届

下請負報告書

産業廃棄物処理報告書

建設業退職金共済制度
実施報告書

工事完成物引渡書

工事完成物受領書

工事手直し指示書

共仕【土木工事編】1.1.19
共仕【設備工事編】1.1.20

45・46 ○

○ マニフェストE票(写)添付

共仕【土木工事編】1.1.37
共仕【設備工事編】1.1.38

41 ○
証紙受領書(写)
下請人建退共辞退届

共仕【土木工事編】1.2.8 任意 ○ 提示でよい。

名称 書類作成の根拠 様式番号 書類作成者 備考
発注者 受注者

完
成

後

再生資源利用促進実施書
共仕【土木工事編】1.4.10

共仕【設備工事編】1.4.9
○

国交省HP。

電子データと共に提出

工事写真
共仕【土木工事編】1.4.15
共仕【設備工事編】1.4.14

- ○ 福工約款第94号様式を準用

竣工図
共仕【土木工事編】1.4.15
共仕【設備工事編】1.4.15

- ○
図面タイトル上部に「竣工
図」と表示する。社判不要。

社内検査（中間・竣工検査）

契約約款第31条

契約規程第52条
37 ○

作成
時期

完

成

時

に

提

出

す

る

書

類

施工管理
共仕【土木工事編】1.1.24
共仕【設備工事編】1.1.25

70・71 ○ 品質管理・出来形管理

安全対策関係書類

契約約款第31条
契約規程第52条

38

安全管理総括表 共仕【土木工事編】1.2.8 73 ○

契約約款第31・38条
契約規程第52条

35

契約約款第7条
局元下要綱第11条

5 ○

工事日報
共仕【土木工事編】1.1.21

共仕【設備工事編】1.1.22
任意 ○

資材受払簿 共仕【土木工事編】1.1.21 44 ○
監督員が指示したときに提出

(国庫補助金等対象工事のみ)

令和6年4月1日一部改定

○

○ しゅん工検査　指摘事項

契約約款第31条

契約規程第52条
36 ○

共仕【土木工事編】1.4.10

共仕【設備工事編】1.4.9
43

施工計画書

承諾書(使用材料の承諾等)

竣工図

工事写真

納品時ﾁｪｯｸｼｰﾄ

建退協実施報告書

再生資源利用促進実施

書

確認書

出来形管理

品質管理

社内検査

資材受払簿

安全管理総括表

工事日報

しゅん工書類ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

(2/2)

契約書に基づく書類

その他書類

産業廃棄物処理報告書

下請負報告書

しゅん工書類ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

(1/2)

しゅん工届

共仕：水道施設工事共通仕様書

しゅん工書類の綴り順

電子媒体納品書

国土交通省「電子納品に関する各要

領・基準等」及び

福島県「電子納品等運用ガイドライ

ン」

80 ○

令和8年4月1日一部改定

○

○ しゅん工検査　指摘事項

契約約款第31条

契約規程第52条
34 ○

共仕【土木工事編】1.4.10

共仕【設備工事編】1.4.9
41

工事日報
共仕【土木工事編】1.1.21

共仕【設備工事編】1.1.22
任意 ○

資材受払簿 共仕【土木工事編】1.1.21 42 ○
監督員が指示したときに提出

(国庫補助金等対象工事のみ)

安全管理総括表 共仕【土木工事編】1.2.8 74 ○

契約約款第31・38条

契約規程第52条
33

契約約款第7条

局元下要綱第11条
4 ○

作成

時期

完

成

時

に

提

出

す

る

書

類

施工管理
共仕【土木工事編】1.1.24

共仕【設備工事編】1.1.25
71・72 ○

出来形管理報告書

品質管理報告書

安全対策関係書類

契約約款第31条

契約規程第52条
36

完

成

後

再生資源利用促進実施書
共仕【土木工事編】1.4.10

共仕【設備工事編】1.4.9
○

工事写真
共仕【土木工事編】1.4.15

共仕【設備工事編】1.4.14
- ○

竣工図
共仕【土木工事編】1.4.15

共仕【設備工事編】1.4.15
- ○

社内検査（中間・竣工検査）

契約約款第31条

契約規程第52条
35 ○

名称 書類作成の根拠 様式番号 書類作成者 備考
発注者 受注者

国交省HP。

電子データと共に提出

福工約款第94号様式を準用

○ マニフェストE票(写)添付

共仕【土木工事編】1.1.37

共仕【設備工事編】1.1.38
39 ○

証紙受領書(写)

下請人建退共辞退届

共仕【土木工事編】1.2.8 任意 ○ 提示でよい。

図面タイトル上部に「竣工図」と

表示する。社判不要。

しゅん工届

下請負報告書

産業廃棄物処理報告書

建設業退職金共済制度

実施報告書

工事完成物引渡書

工事完成物受領書

工事手直し指示書

下請工事完了後

チェックリスト
契約約款第7条 10 ○

すべての下請契約に係る

(写)を下請負報告書に添付

共仕【土木工事編】1.1.19

共仕【設備工事編】1.1.20
43・44 ○

納品時チェックシート

（土木工事用）

国土交通省「電子納品に関する各要

領・基準等」及び

福島県「電子納品等運用ガイドライ

ン」

78・79 ○

施工計画書

承諾書(使用材料の承諾等)

竣工図

工事写真

納品時ﾁｪｯｸｼｰﾄ

建退協実施報告書

再生資源利用促進実施

書

確認書

出来形管理

品質管理

社内検査

資材受払簿

安全管理総括表

工事日報

しゅん工書類ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

(2/2)

契約書に基づく書類

その他書類

産業廃棄物処理報告書

下請工事完了後

チェックリスト

下請負報告書

しゅん工書類ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

(1/2)

しゅん工届
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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）新旧対照表

--

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

3

施工計画

記載例

3-2

現場代理人
及び主任技
術者通知書

表

第23号様式（第33・第34条関係）

　　いわき市水道事業管理者　様

受注者 　　住所

１　現場代理人(通知日現在、現場代理人・主任技術者等になっている他の工事については、裏面の一覧表のとおりです。)

約款10条第２項に規定する権限のすべて

上記のうち を除く

（注） 1 該当する事項の番号を○で囲むこと。

2 建設業法上の営業所の専任技術者である者は現場代理人にはなれない。

3 現場代理人の常駐義務の緩和を承認された場合を除き、現場代理人は工事現場に常駐する必要がある。

(他の工事において現場代理人である者、主任技術者等である者は、当該工事の現場代理人になれない場合が

ある。）

２　主任技術者又は監理技術者及び監理技術者補佐(通知日現在、主任技術者になっている他の工事については、裏面の一覧表のとおりです.)

2

（注）1　「施工形態」の欄は、該当する事項の番号を○で囲むこと。

　　　2　下請総額5,000万円は、建築一式工事の場合は8,000万円となる。

　　　3　監理技術者資格者証の交付を受けている技術者は、その写し（表、裏とも）を添付すること。

　　　4　記載事項に変更が生じた場合には、速やかに再提出すること。（上欄の変更を○で囲むこと。）

　　　5　建設業法上の営業所の専任技術者である者は専任の主任技術者等にはなれない。

　　　6　請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上の工事における主任技術者等は、工事現場ごとに

　　　 専任の者であること。(この場合、他の工事において現場代理人である者、主任技術者等である者は、当該工事の主

　　　　主任技術者等にはなれない。)

《監督員確認欄》

職 氏名 職 氏名

　現場代理人常駐義務発生日(現場着手日) 　主任技術者等の専任義務発生日(工事着手日)

日 日

※以下は請負金額が500万円以上の場合は、施工体制点検によるため記入不要。

職 氏名 職 氏名

　現場確認の結果、上記記載事項に 　現場確認の結果、上記記載事項に

相違 相違

ない ない

ある ある

2

当初 変更

現場代理人及び主任技術者等通知書
　令和　　年　　月　　日に契約を締結した、　　　　　　　　　（工期　令和　　年　　月　　日～令
和　　年　　月　　日)について、いわき市水道局工事請負契約約款第10条の規定に基づき、本件工事の現
場代理人及び主任技術者等（主任技術者又は監理技術者及び監理技術者補佐）を下記のとおり定めたの
で、別添経歴書を添えて通知します。

令和　　年　　月　　日

　　氏名

記

氏　　　　名 権 限

1

（ 年 月 日 生 )

1 すべて自社施工する。

区分
施　工　形　態 技　　術　　者

氏  名 役 職 資格の名称

主　任
技術者

(　　年　　月　　日生)

(　　年　　月　　日生)

監　理
技術者
補　佐

--

(　　年　　月　　日生)

一部下請施工する。 区分 氏  名 役 職 資格の名称 資格者証番号

下
請
金
額
区
分

ⅰ 下請総額5,000万円未満
主　任
技術者

--

(　　年　　月　　日生)

ⅱ 下請総額5,000万円以上

監　理
技術者

年 月年 月

確 認 月 日 確 認 結 果 確 認 月 日 確 認 結 果

1 1

2 2

記 載 例 〇で囲む

１又は2のうち該当する番号を〇で囲む

１又は2のうち該当する番号を〇で囲む

2に該当する場合、更にⅰ又はⅱのいずれかを〇で囲む

着工届の提出年月日を記入する

変更は、その都度

収受印

受注者は記入しない

資格の名称を必ず記入

・資格名、資格者証番号

・実務経験10年以上

など

現場代理人等が他工事を兼務していない場合は、記入しない

記入事項がない場合は、斜線を引く

請負金額が500万円以上の場合は、記入しない

記入事項がない場合は、斜線を引く

第23号様式（第33・第34条関係）

　　いわき市水道事業管理者　様

受注者 　　住所

１　現場代理人(通知日現在、現場代理人・主任技術者等になっている他の工事については、裏面の一覧表のとおりです。)

約款10条第２項に規定する権限のすべて

上記のうち を除く

（注） 1 該当する事項の番号を○で囲むこと。

2 建設業法上の営業所の専任技術者である者は現場代理人にはなれない。

3 現場代理人の常駐義務の緩和を承認された場合を除き、現場代理人は工事現場に常駐する必要がある。

(他の工事において現場代理人である者、主任技術者等である者は、当該工事の現場代理人になれない場合が

ある。）

２　主任技術者又は監理技術者及び監理技術者補佐(通知日現在、主任技術者になっている他の工事については、裏面の一覧表のとおりです.)

2

（注）1　「施工形態」の欄は、該当する事項の番号を○で囲むこと。

　　　2　下請総額4,000万円は、建築一式工事の場合は6,000万円となる。

　　　3　監理技術者資格者証の交付を受けている技術者は、その写し（表、裏とも）を添付すること。

　　　4　記載事項に変更が生じた場合には、速やかに再提出すること。（上欄の変更を○で囲むこと。）

　　　5　建設業法上の営業所の専任技術者である者は専任の主任技術者等にはなれない。

　　　6　請負金額が3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上の工事における主任技術者等は、工事現場ごとに

　　　 専任の者であること。(この場合、他の工事において現場代理人である者、主任技術者等である者は、当該工事の主

　　　　主任技術者等にはなれない。)

《監督員確認欄》

職 氏名 職 氏名

　現場代理人常駐義務発生日(現場着手日) 　主任技術者等の専任義務発生日(工事着手日)

日 日

※以下は請負金額が500万円以上の場合は、施工体制点検によるため記入不要。

職 氏名 職 氏名

　現場確認の結果、上記記載事項に 　現場確認の結果、上記記載事項に

相違 相違

ない ない

ある ある

1 1

2 2

確 認 月 日 確 認 結 果 確 認 月 日 確 認 結 果

年 月年 月

資格者証番号

下
請
金
額
区
分

ⅰ 下請総額4,000万円未満
主　任
技術者

--

(　　年　　月　　日生)

ⅱ 下請総額4,000万円以上

監　理
技術者

一部下請施工する。 区分 氏  名 役 職 資格の名称

(　　年　　月　　日生)

監　理
技術者
補　佐

--

(　　年　　月　　日生)

1 すべて自社施工する。

区分
施　工　形　態 技　　術　　者

氏  名 役 職 資格の名称

主　任
技術者

(　　年　　月　　日生)

2

当初 変更

現場代理人及び主任技術者等通知書
　令和　　年　　月　　日に契約を締結した、　　　　　　　　　（工期　令和　　年　　月　　日～令
和　　年　　月　　日)について、いわき市水道局工事請負契約約款第10条の規定に基づき、本件工事の現
場代理人及び主任技術者等（主任技術者又は監理技術者及び監理技術者補佐）を下記のとおり定めたの
で、別添経歴書を添えて通知します。

令和　　年　　月　　日

　　氏名

記

氏　　　　名 権 限

1

（ 年 月 日 生 )

記 載 例 〇で囲む

１又は2のうち該当する番号を〇で囲む

１又は2のうち該当する番号を〇で囲む

2に該当する場合、更にⅰ又はⅱのいずれかを〇で囲む

着工届の提出年月日を記入する

変更は、その都度

収受印

受注者は記入しない

資格の名称を必ず記入

・資格名、資格者証番号

・実務経験10年以上

など

現場代理人等が他工事を兼務していない場合は、記入しない

記入事項がない場合は、斜線を引く

請負金額が500万円以上の場合は、記入しない

記入事項がない場合は、斜線を引く
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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）新旧対照表

--

旧　（　現　行　）
改定頁
改定項

新　（　改　定　後　）

3

施工計画

記載例

3-2

現場代理人
及び主任技
術者通知書

裏

工　　事　　名

（　施　工　箇　所　）

□近接工事
☑10km以内
□少額工事

□近接工事
□10km以内
☑少額工事

□近接工事
□10km以内
□少額工事

□近接工事
□10km以内
□少額工事

工　　事　　名

（　施　工　箇　所　）

□近接工事
☑10km以内
□少額工事

□近接工事
□10km以内
☑少額工事

□近接工事
□10km以内
□少額工事

□近接工事
□10km以内
□少額工事

いわき市平字童子町地内

当該工事の現場代理人が兼務する工事一覧表

発　注　者 工　　期 請負金額 適用区分

¥2,000,000

当該工事 いわき市水道局
いわき市水道局◎◎配水管改良工事

R〇.6.3～　R△.3.11 ¥11,000,000

※上記に記載した「他の工事」がいわき市水道局発注工事の場合は、「他の工事」の監督員へ写しを提出すること。

いわき市□□□地内

他の工事 いわき市水道局
△△△災害復旧工事

R〇.4.1～　R△.12.15 ¥9,950,000
いわき市△△△地内

いわき市水道局
□□□□工事

R〇.4.1～　R△.12.15

いわき市平字童子町地内

当該工事の主任技術者が管理する工事一覧表

発　注　者 工　　期 請負金額 適用区分

当該工事 いわき市水道局
いわき市水道局◎◎配水管改良工事

R〇.6.3～　R△.3.11 ¥10,800,000

いわき市水道局
□□□□工事

R〇.4.1～　R△.12.15 ¥2,000,000

※上記に記載した「他の工事」がいわき市水道局発注工事の場合は、「他の工事」の監督員へ写しを提出すること。

他の工事

いわき市水道局
△△△災害復旧工事

R〇.4.1～　R△.12.15 ¥9,950,000
いわき市△△△地内

いわき市□□□地内

[裏面]

【凡例】
10km以内： 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあた

り相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場間の相互の間隔が10km程度以下の近接
した場所において、同一の建設業者により施工される工事

少額工事 ：【現場代理人】 工事場所が市内で、契約金額4,500万円未満
(建築一式工事の場合は9,000万円未満)の工事

【主任技術者等】契約金額4,500万円未満(建築一式工事の場合は9,000万円未満)

の工事

記 載 例

適用される場合は必ずチェック

適用される場合は必ずチェック

工　　事　　名

（　施　工　箇　所　）

□近接工事
☑10km以内
□少額工事

□近接工事
□10km以内
☑少額工事

□近接工事
□10km以内
□少額工事

□近接工事
□10km以内
□少額工事

工　　事　　名

（　施　工　箇　所　）

□近接工事
☑10km以内
□少額工事

□近接工事
□10km以内
☑少額工事

□近接工事
□10km以内
□少額工事

□近接工事
□10km以内
□少額工事

※上記に記載した「他の工事」がいわき市水道局発注工事の場合は、「他の工事」の監督員へ写しを提出すること。

他の工事

いわき市水道局
△△△災害復旧工事

R〇.4.1～　R△.12.15 ¥9,950,000
いわき市△△△地内

いわき市□□□地内
いわき市水道局

□□□□工事
R〇.4.1～　R△.12.15 ¥2,000,000

いわき市平字童子町地内

当該工事の主任技術者が管理する工事一覧表

発　注　者 工　　期 請負金額 適用区分

当該工事 いわき市水道局
いわき市水道局◎◎配水管改良工事

R〇.6.3～　R△.3.11 ¥10,800,000

※上記に記載した「他の工事」がいわき市水道局発注工事の場合は、「他の工事」の監督員へ写しを提出すること。

いわき市□□□地内

他の工事 いわき市水道局
△△△災害復旧工事

R〇.4.1～　R△.12.15 ¥9,950,000
いわき市△△△地内

いわき市水道局
□□□□工事

R〇.4.1～　R△.12.15 ¥2,000,000

当該工事 いわき市水道局
いわき市水道局◎◎配水管改良工事

R〇.6.3～　R△.3.11 ¥11,000,000
いわき市平字童子町地内

当該工事の現場代理人が兼務する工事一覧表

発　注　者 工　　期 請負金額 適用区分

[裏面]

【凡例】
10km以内： 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあた

り相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場間の相互の間隔が10km程度以下の近接
した場所において、同一の建設業者により施工される工事

少額工事 ： 現場代理人については、上記以外の工事で、契約金額3,500万円未満（建築一式工事
の場合は7,000万円未満)の工事

主任技術者等については、上記以外の工事で、契約金額3,500万円未満（建築一式
工事の場合は7,000万円未満）の工事

記 載 例

適用される場合は必ずチェック

適用される場合は必ずチェック
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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）新旧対照表
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

3

3 -2

建設業法に
おける技術

者制度

改定項

建設業法における技術者制度

①1級・2級国家資格者 ①1級・2級国家資格者

②指定学科卒業+実務経験者 ②指定学科卒業+実務経験者

③実務経験者(10年以上) ③実務経験者(10年以上)

※1：建築一式工事の場合　6,000万円

※2：建築一式工事の場合　7,000万円

指定建設業（７業種） その他（左以外の22業種）

（大工、左官、とび・土工・コンクリート、
石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄
筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防

水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気
通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、

清掃施設、解体）工事業

 許可を受けている業種

許可の業種 特定建設業 一般建設業 特定建設業 一般建設業

監理技術者 監理技術者 主任技術者

（土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、
電気、造園）工事業

元請工事における
下請け金額合計

工事現場に置くべき
技術者

4,000万円
※1以上は契約

できない

4,000万円以上 4,000万円未満

※1 ※1

4,000万円
※1以上は契約

できない
4,000万円未満4,000万円以上

　現場代理人の常駐義務緩和については、「いわき市発注工事における現場代理人の常駐義
務緩和に関する運用基準（平成27 年８月１日）」を参照すること。

必要ない
監理技術者資格者証

の必要性

工
事
現
場
の
技
術
者
制
度

技術者の資格要件

公共性のある工作物に関する建設工事にあって、請負金額が3,500万円※2以上となる工事

①１級国家資格者

②国土交通大臣特別

認定者

①１級国家資格者

②指導監督的な実務

経験者

公共性のある
工作物のとき

に
必要

必要ない

公共性のある
工作物のとき

に
必要

技術者の現場専任

主任技術者

6/20



水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

3

施工計画

3-8

施工体制台
帳・施工体系

図

3-8-3

1/1



水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

3

施工計画

3-8

施工体制台
帳・施工体系

図

3-8-3

3-8-4

〇発注者との契約書の写し

☆元請負人に関する事項 〇下請契約時チェックリスト

〇発注者から請け負った工事内容 〇下請負人との契約書の写し

〇建設業許可の内容 　（注文書・請書及び基本契約書又は約款等の写し

〇配置技術者の氏名と◇内容 〇建設業許可証の写し

〇健康保険等の加入状況 〇監理技術者(主任技術者)資格証の写し

★一次下請負人に関する事項 〇専門技術者等を置いた場合は資格を証明できる

●下請契約した工事内容 　ものの写し(国家資格等の合格証明書等の写し)

●施工に必要な建設業許可種類 〇監理技術者(主任技術者)の雇用関係を証明できる

●配置技術者の氏名と資格内容 　ものの写し(健康保険証等の写し)

●健康保険等の加入状況 　※保険証の記号・番号をマスキング(黒塗り)する

〇作業員名簿

★一次下請負人に関する事項 〇再下請負人との契約書の写し

●元請と契約した工事の名称 　（注文書・請書及び基本契約書又は約款等の写し

●建設業の許可番号 〇建設業許可証の写し

●監督員の氏名 〇監理技術者(主任技術者)資格証の写し

●健康保険等の加入状況 〇監理技術者(主任技術者)の雇用関係を証明できる

●再下請負人に関する事項 　ものの写し(健康保険証等の写し)

●下請契約した工事内容 　※保険証の記号・番号をマスキング(黒塗り)する

●施工に必要な建設業許可業種 〇作業員名簿

●配置技術者の氏名と資格内容

3-8-4 施工体制台帳等の発注者への提出
　施工体制台帳等の写しの発注者への写しの提出は、次の例を参考とする。

元
 
 

請

下
 
 

請

施工体制台帳に記載すべき内容 施工体制台帳に添付すべき書類

再下請負通知書に添付すべき書類再下請負通知書に記載すべき内容

作成した施工体制台帳や再下請通知書の記載事項又は添付書類について変更があったときは、
作成は記載内容に変更が生じた場合毎に必要ですが、発注者への提出は月１回に集約すること

が可能である。

変
更
が

あ
っ
た
と
き

15(2次以下)作業員名簿及び下請資格証(写)

14(2次以下)下請建設業許可証(写)

13(2次以下)下請契約書(写)

12再下請通知書(写)

11(1次下請)保険証(写)
10(1次下請)作業員名簿及び資格証(写)

9(1次下請)建設業許可証(写)
8(1次下請)契約書(写)

7下請契約時チェックリスト

6(元請)保険証等(写)
5(元請)作業員名簿及び資格証(写)

4(元請)建設業許可証(写)

3発注者との契約書(写)

2施工体制台帳（写）

1施工体系図

工事打合簿
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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

3

施工計画

3-8

施工体制台
帳・施工体系

図

3-8-6

3-8-7

3-8-5 その他
１）施工体制台帳は、工事現場ごとに備えておく。
２）施工体系図は、工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示する。
３）施工体制台帳については、一部（2次下請負人以下の契約書の写し）を除き、担
　　当営業所において工事完了から5年間は保存しておかなければならない。
４）受注者は、完成図、発注者との打合せ記録、施工体系図については引き渡しから
　　10年間保存（電磁的方法も可）することが義務付けられており、発注者が作成し
　　た場合も保存の義務がある。
　（建設業法施行規則H20.10.8 公布H20.11.28 施行）

3-8-6 様式　および　記入例
様式① 施工体制台帳 （記入例）
様式② 施工体系図
様式③ 下請工事契約時チェックリスト
様式④ 再下請負通知書

※各様式は、局ＨＰ(共通仕様書【土木工事編】　様式集)よりダウンロード可能。

3-8-7 いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要綱　提出書類一覧

No

下請通知書

(要綱・第1号様式)

(共仕・3)

施工体制台帳(写し) 〇発注者との契約書

(様式①) 〇下請工事契約時チェックリスト

〇下請契約に係る契約書

〇建設業許可証

〇再下請負通知書

〇監理・主任・専門技術者に係る

　①資格証

　②保険証(記号・番号をﾏｽｷﾝｸﾞ)

〇作業員名簿

施工体系図

(様式②)

下請負報告書

(要綱・第2号様式)

(共仕・5)

1

2

3

要綱第10条第4項

しゅん工届提出時

4

　水道局から直接請
け負った公共工事を
施工するため、下請
契約を締結する場合

※原本は工事現場ご
とに備えおく。

要綱第10条第4項

　施工計画書の提出
時(工事着手前)

　下請負人との契約
締結後、速やかに現
場の見やすい場所に
掲示する。

　施工計画書の提出
時(工事着手前)

※作成は記載事項ま
たは添付書類に変更
があった場合毎に必
要だが、提出は月１回
に集約可能。

※施工計画書提出期限までに契約を締結できない下請工事がある場合には、施工体制台帳のう
ち当該下請工事に係る部分について見込みで記載し提出することができる。（なお、下請工事着
手前には下請契約を締結していなければならないので留意すること。）

※施工体制台帳の写しに綴り、
提出

書類名 提出等を要する場合 提出時期等 添付書類等

要綱第10条第3項

　下請負契約を締結し
た日から14日以内
（変更も同様）

8/20



水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

削除

3-8-6関係

参考様式

第４号

9/20



水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

3-8-6関係

様式③-1

＜様式第１号・約款７条関係＞

年 月 日

　いわき市水道事業管理者　　様

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

契約相手方（下請）の商号・名称

 自己の取引上の地位を利用して、下請契約の金額を、施行しようとする工
事に係る標準的な単価に基づく直接工事費、現場管理費等の間接工事費及び
一般管理費を合計したものに満たない金額とした事実はない。

　下請工事の開始に先立って下請契約書を取り交わしている。

　上記６の内容提示から下請契約締結までに、下請が当該工事の見積りをす
るために必要な下記の期間を設けている。
※見積りに必要な期間

　・下請予定価格が500万円未満の工事…１日以上
　・下請予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事…10日以上（やむを
　　得ない事情がある場合は５日以上）
　・下請予定価格が5,000万円以上の工事…15日以上（やむを得ない事情が
　　ある場合は10日以上）

　契約に先立ち、下請から、法定福利費の額を明示した見積書を徴してい
る。

　見積依頼時に、下請に対し当該下請契約に関する事項（工事内容、工期、
契約条件（代金の支払時期・方法など））について、できる限り具体的な内
容を提示している。

下請工事契約時チェックリスト

商 号 ・ 名 称

(当該下請工事における元請人)

代 表 者

いいえはい項　　　　　　　　　目

　一括下請発注は行っていない。

　特定建設業の許可を有する場合を除き、5,000万円（建築一式工事の場合
は8,000万円）以上の下請発注は行っていない。

　下請金額が500万円未満（建築一式工事の場合は1,500万円未満又は延べ面
積が150㎡未満の木造住宅工事）の場合を除き、建設業の許可を受けていな
い者への下請発注は行っていない。

　建設業法による営業停止処分を受けている者又はいわき市水道局から入札
参加制限措置を受けている者への下請は行っていない。

　下請は、社会保険等加入者（加入義務のない者を含む。）である。（やむ
を得ず未加入者を下請とした場合は、理由書を自らの元請を通じて局から直
接工事を請け負った元請に提出し確認を受けるとともに､当該未加入の下請
に対して､速やかな加入を繰り返し指導する。）
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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

3-8-6関係

様式③-2

11

12

［記入上の注意］

⑬　各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違
　約金その他の損害金

⑧　工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関
　する定め

⑦　価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

⑨　注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸
　与するときは、その内容及び方法に関する定め

⑩　注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方
　法並びに引渡しの時期

⑪　工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

⑫　工事の目的物の契約不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関し
　て講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、
　その内容

⑤　当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若し
　くは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の
　変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

⑥　天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定
　方法に関する定め

④　請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払いの定め
　をするときは、その支払の時期及び方法

②　請負代金の額（請負代金内訳書に内書きするなどして、法定福利費の額
　を明示のこと）

③　工事着手の時期及び工事完成の時期

①　工事内容

項　　　　　　　　　目 はい いいえ

　下請契約書には下記の事項を記載している。

⑭　契約に関する紛争の解決方法

⑮  「請負人はいわき市水道局元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すると
　ともに、工事の一部を他人に請け負わせる場合は請け負わせた者に同要綱
　の規定を遵守するよう指導しなければならない。」という条項

　その他、法令やいわき市水道局元請・下請関係適正化指導要綱に抵触する
事実はない。

１　局発注工事に係る全ての下請契約締結時（※１、２）に、各々の元請（※３）が自ら下請発注
　した工事について上記の項目を確認すること。
２　局から直接工事を請け負った元請は、当該工事の全ての下請契約（※１）に係る契約書の写し
　及び本チェックリストを取りまとめの上、施工体制台帳提出時（変更時も含む）に局に提出する
　こと。
３　「いいえ」の欄に該当がある場合は、法令等に違反しているおそれがあるので、直ちに改善す
　ること。

※１　「全ての下請契約」には２次下請以降における下請契約も含む。
※２　「下請契約締結時」には変更契約締結時も含む。
※３　「各々の元請」には局から直接工事を請け負った元請だけでなく、２次下請以降におけるそ
　　れぞれの元請も含む。（例えば２次下請契約においては１次下請人が元請、２次下請人が下請
　　である。）
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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

削除

3-8-6関係

様式⑤-1
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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

削除

3-8-6関係

様式⑤-2
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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

削除

3-8-6関係

様式⑤-3
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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

4

施工管理

4-4-1

概説

4-4

電子納品の
事前協議
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新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁
改定項

4-4-5

記載例

4

施工管理

4-4

電子納品の
事前協議
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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

削除

8

工事検査

8-3

しゅん工検査

8-3-1
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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

8

工事検査

8-3

しゅん工検査

8-3-2

8-3-2 下請負報告書
　受注者は、しゅん工届提出時に「下請負報告書」を提出しなければならない。

≪下請負報告書記載例≫

第2号様式（第11条関係）

　いわき市水道事業管理者　　様

１　局工事請負契約の状況

２　下請発注状況

0 月 0 0 0 0 月 0

月 月

月 月

監 督 員

00配水管(第00-000号)改良
工事

引渡し 日

確
　
　
認

課　　長 課長補佐 係　　長

完　　成 日 検　　査 月 日

工　　種 無

千円

至 約書注文書

千円

代 金 支 払 状 況
月日 金額 現金手形の別 月日 金額 現金手形の別

契約月日 契
約
書
等
の
有
無

有

契　約　書

工　　期
自 下請基本契

金　　額
千円

注　文　書

下請負人 商号又は名称 代表者

引渡し 日

元請負人 商号又は名称 代表者

完　　成 日 検　　査 月 日

工　　種 無

千円

至 約書注文書

千円

代 金 支 払 状 況
月日 金額 現金手形の別 月日 金額 現金手形の別

契約月日 契
約
書
等
の
有
無

有

契　約　書

工　　期
自 下請基本契

金　　額
千円

注　文　書

下請負人 商号又は名称 代表者

引渡し 日

元請負人 商号又は名称 代表者

完　　成 日 検　　査 月 日

工　　種 舗装本復旧工 無

金　　額
千円

注　文　書

現金手形の別 月日 金額 現金手形の別

00000

工　　期
自 R00.00.00 下請基本契

〇 0/0
千円

契約月日 R00.00.00 契
約
書
等
の
有
無

有

契　約　書
代 金 支 払 状 況

月日 金額

現金
千円

至 R00.00.00 約書注文書 0000

元請負人 商号又は名称 代表者
下請負人 商号又は名称 代表者

契　約　額 000000
千円

発注課等名 ○○課

地　区　名 平 工事箇所 いわき市 ○○ 地内

千円 千円

事　業　名 0000

請負金額受領状況

月日 金　額 月日 金　額
工事名又は

工事種別 水道施設工事 0/0

下 請 負 報 告 書

令和　　年　　月　　日

所 在 地

商 号 又 は 名 称

代 表 者

工 事 番号　00△第 0000 号 工　　期 R00.00.00 ～ R00.00.00

四倉、久之浜、大久、三和、好

間、川前、小川、平、内郷、常磐、

小名浜、勿来、遠野、田人 の

中から選択記入

水道施設工事、土木一式工事

等 建設工事の種類から選択

記入

収受印

8-3-2 下請負報告書、下請工事完了後チェックリスト
　受注者は、しゅん工届提出時に「下請負報告書」及び「下請工事完了後
チェックリスト」を提出しなければならない。
≪下請負報告書記載例≫

第2号様式（第11条関係）

　いわき市水道事業管理者　　様

１　局工事請負契約の状況

２　下請発注状況

0 月 0 0 0 0 月 0

月 月

月 月

下 請 負 報 告 書

令和　　年　　月　　日

所 在 地

商 号 又 は 名 称

代 表 者

工 事 番号　00△第 0000 号 工　　期 R00.00.00 ～ R00.00.00

千円 千円

事　業　名 0000

請負金額受領状況

月日 金　額 月日 金　額
工事名又は

工事種別 水道施設工事 0/0

契　約　額 000000
千円

発注課等名 ○○課

地　区　名 平 工事箇所 いわき市 ○○ 地内

元請負人 商号又は名称 代表者
下請負人 商号又は名称 代表者

工　　期
自 R00.00.00 下請基本契

〇 0/0
千円

契約月日 R00.00.00 契
約
書
等
の
有
無

有

契　約　書
代 金 支 払 状 況

月日 金額

現金
千円

至 R00.00.00 約書注文書 0000

現金手形の別 月日 金額 現金手形の別

00000
金　　額

千円
注　文　書

完　　成 日 検　　査 月 日

工　　種 舗装本復旧工 無

下請負人 商号又は名称 代表者

引渡し 日

元請負人 商号又は名称 代表者

代 金 支 払 状 況
月日 金額 現金手形の別 月日 金額 現金手形の別

契約月日 契
約
書
等
の
有
無

有

契　約　書

工　　期
自 下請基本契

金　　額
千円

注　文　書

千円

至 約書注文書

千円

完　　成 日 検　　査 月 日

工　　種 無

下請負人 商号又は名称 代表者

引渡し 日

元請負人 商号又は名称 代表者

代 金 支 払 状 況
月日 金額 現金手形の別 月日 金額 現金手形の別

契約月日 契
約
書
等
の
有
無

有

契　約　書

工　　期
自 下請基本契

金　　額
千円

注　文　書

千円

至 約書注文書

千円

監 督 員

00配水管(第00-000号)改良
工事

引渡し 日

確
　
　
認

課　　長 課長補佐 係　　長

完　　成 日 検　　査 月 日

工　　種 無

四倉、久之浜、大久、三和、好

間、川前、小川、平、内郷、常磐、

小名浜、勿来、遠野、田人 の

中から選択記入

水道施設工事、土木一式工事

等 建設工事の種類から選択

記入

収受印
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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

削除

8

工事検査

8-4

既設部分
検査
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水道工事書類作成マニュアル（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

削除

8

工事検査

8-5

中間検査
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